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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
十
八
号

航
空
法
に
基
づ
く
登
録
訓
練
機
関
に
関
す
る
省
令
（
令
和
七
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
六
号
）
第
九
条
第
二
項
第
一

号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
訓
練
機
関
の
教
育
の
内
容
の
基
準
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 。

 

令
和
七
年
十
二
月
一
日

 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

登
録
訓
練
機
関
の
教
育
の
内
容
の
基
準
等
を
定
め
る
告
示 

（
必
要
履
修
科
目
の
教
育
の
内
容
及
び
方
法
） 

第
一
条　

航
空
法
に
基
づ
く
登
録
訓
練
機
関
に
関
す
る
省
令
（
令
和
七
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
六
号
。
以
下
「
登
録

訓
練
機
関
省
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
第
一
号
の
告
示
で
定
め
る
必
要
履
修
科
目
の
教
育
の
内
容
の
基
準
は

、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

必
要
履
修
科
目

必
要
履
修
科
目
の
履
修
方
法

必
要
履
修
科
目
の
時
間
数

 
 

１　

訓
練
実
施
の
意
義

講
義
及
び
演
習

三
時
間
以
上

 

２　

ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
の
概
要
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３　

技
能
発
揮
訓
練
の
概
要

２　

登
録
訓
練
機
関
省
令
第
九
条
第
二
項
第
一
号
の
告
示
で
定
め
る
教
育
の
方
法
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

一　

講
師
一
人
に
つ
き
同
時
に
訓
練
を
受
け
る
者
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

二　

オ
ン
ラ
イ
ン
で
訓
練
を
行
う
場
合
は
、
当
該
訓
練
が
別
表
第
一
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。 

（
登
録
訓
練
機
関
管
理
者
及
び
講
師
に
対
す
る
研
修
） 

第
二
条　

登
録
訓
練
機
関
省
令
第
九
条
第
二
項
第
四
号
の
告
示
で
定
め
る
登
録
訓
練
機
関
管
理
者
に
対
す
る
研
修
の
基

準
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。 

２　

登
録
訓
練
機
関
省
令
第
九
条
第
二
項
第
四
号
の
告
示
で
定
め
る
講
師
に
対
す
る
研
修
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

登
録
訓
練
機
関
の
講
師
に
な
ろ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
講
師
に
係
る
研
修
を
受
け
た
後
三
年
を
経
過
す
る
者
が

、
当
該
登
録
訓
練
機
関
に
お
い
て
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
研
修
の
内
容
の
基
準
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ　

研
修
科
目
が
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 



- 3 -

 

　

講
師
の
服
務
及
び
心
得

（１）
 

　

技
能
発
揮
訓
練
に
関
す
る
知
識

（２）

 
　

訓
練
の
指
導
方
法

（３）

 

ロ　

研
修
方
法
が
講
義
及
び
演
習
で
あ
る
こ
と
。

 

ハ　

時
間
数
が
三
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二　

講
師
に
対
す
る
研
修
が
、
講
師
に
必
要
と
な
る
知
識
及
び
能
力
を
十
分
に
有
し
、
研
修
を
適
切
か
つ
確
実
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三　

登
録
訓
練
機
関
が
研
修
の
基
準
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
そ
の
他
の
臨
時
に
研
修
の
実
施
が
必
要
と
認
め
る
場
合

に
お
い
て
は
、
講
師
に
対
す
る
研
修
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
。 

 

 

別
表
第
一　

オ
ン
ラ
イ
ン
訓
練
の
実
施
基
準

一　

訓
練
内
容

第
一
条
第
一
項
の
表
に
定
め
る
必
要
履
修
科
目
の
範
囲
を
満
た
す
訓
練
内

容
で
あ
る
こ
と
。

二　

訓
練
時
間
数
（
教
材
の
閲
覧
及
び

受
講
者
が
受
講
し
た
事
実
並
び
に
教
材
の
閲
覧
及
び
視
聴
等
に
よ
る
訓
練
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視
聴
等
） 

時
間
が
第
一
条
第
一
項
の
表
に
定
め
る
必
要
履
修
科
目
の
訓
練
時
間
数
以

上
で
あ
る
こ
と
を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
。 

イ　

受
講
者
を
一
箇
所
に
集
合
さ
せ
ず
、
ビ
デ
オ
会
議
ツ
ー
ル
等
を
用
い

、
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な

が
ら
講
義
及
び
演
習
を
す
る
方
法 

ロ　

使
用
さ
れ
て
い
る
映
像
教
材
又
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
動
画
等
に
つ
い
て

、
動
画
の
再
生
記
録
や
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
操
作
記
録
等

に
基
づ
き
受
講
状
況
を
確
認
す
る
方
法 

ハ　

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
訓
練
時
間
に
つ
い
て
合
理
的
に

証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法

三　

質
疑
応
答

受
講
者
か
ら
の
質
問
を
受
け
、
回
答
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
。

 

別
表
第
二　

登
録
訓
練
機
関
管
理
者
に
対
す
る
研
修
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準 
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内
容 

登
録
訓
練
機
関
の
運
営
の
方
針
に

一　

基
本
的
な
方
針
に
関
す
る
事
項 

関
す
る
事
項 

二　

関
係
法
令
及
び
訓
練
事
務
規
程
そ
の
他
の
訓
練
事
務
の
実
施
基
準

の
遵
守
に
関
す
る
事
項 

三　

取
組
に
関
す
る
事
項

訓
練
事
務
の
実
施
及
び
そ
の
管
理

一　

組
織
体
制
に
関
す
る
事
項 

の
体
制
に
関
す
る
事
項

二　

経
営
の
責
任
者
に
よ
る
訓
練
事
務
に
係
る
責
務
に
関
す
る
事
項 

三　

登
録
訓
練
機
関
管
理
者
の
権
限
及
び
責
務
に
関
す
る
事
項

訓
練
事
務
の
実
施
及
び
そ
の
管
理

一　

情
報
の
伝
達
及
び
共
有
に
関
す
る
事
項 

の
方
法
に
関
す
る
事
項 

二　

講
師
の
研
修
に
関
す
る
事
項 

 

三　

訓
練
に
係
る
文
書
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
項 

四　

訓
練
事
務
の
実
施
及
び
そ
の
管
理
の
改
善
に
関
す
る
事
項

方
法

講
義
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附　

則 

　

こ
の
告
示
は
、
航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
十 

二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 


